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次
郎

6
9

8
5

久
喜
　
花
子

ク
キ
　
　
　
ハ
ナ
コ

埼
玉
県
久
喜
市
久
喜
中
央
１
丁
目
○
番
○
号

×
×

〇
〇

△
△

株
式
会
社
　
菖
蒲

代
表
取
締
役
　
鷲
宮
　
太
郎

シ
ョ
ウ
ブ

6
9

8
5

久
喜
　
花
子

ク
キ
　
　
　
ハ
ナ
コ

埼
玉
県
久
喜
市
久
喜
中
央
１
丁
目
○
番
○
号

××××

×
×

（
普

通
徴

収
切

替
記

載
例

）

（
一

括
徴

収
記

載
例

）

８
月

末
で

退
職

し
た

給
与

所
得

者
に

つ
い

て
、

９
月

分
以

降
の

徴
収

方
法

を
普

通
徴

収
に

変
更

す
る

場
合

（
ア

）特
別

徴
収

税
額（

年
税

額
） 

１
４

０
，０

０
０

円
（

６
月

か
ら

翌
年

５
月

分
）

（
イ

）徴
収

済
額

 
３

５
，６

０
０

円
（

６
月

か
ら

８
月

分
）

（
ウ

）未
徴

収
税

額
 

１
０

４
，４

０
０

円
（

９
月

か
ら

翌
年

５
月

分
）

普
通

徴
収

税
額

８
月

末
で

退
職

し
た

給
与

所
得

者
に

つ
い

て
、

９
月

分
以

降
の

税
額

を
一

括
で

納
入

す
る

場
合

一
括

で
徴

収
し

た
税

額
を

納
入

す
る

月
を

記
載

し
ま

す
。な

お
、１

月
以

降
の

退
職

や
休

職
等

の
場

合
は

、原
則

、一
括

徴
収

と
な

り
ま

す
｡

（
ア

）特
別

徴
収

税
額（

年
税

額
） 

１
４

０
，０

０
０

円
（

６
月

か
ら

翌
年

５
月

分
）

（
イ

）徴
収

済
額

 
３

５
，６

０
０

円
（

６
月

か
ら

８
月

分
）

（
ウ

）未
徴

収
税

額
 

１
０

４
，４

０
０

円
（

９
月

か
ら

翌
年

５
月

分
）

※
一

括
徴

収
し

た
税

額
は

、徴
収

し
た

日
の

属
す

る
月

の
翌

月
１

０
日

ま
で

に
、そ

の
全

額
を

　
他

の
納

税
義

務
者

の
税

額
と

合
わ

せ
て

納
入

し
て

く
だ

さ
い

。

一
括

徴
収

税
額（

納
入

額
と

同
額

）

―１１―
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意注御

１
２

３
４

に
係
る
給
与
所
得
者
異
動
届
出
書

給
与
支
払
報
告

特
別

徴
収

◎
異

動
が

あ
っ

た
場

合
は

、
速

や
か

に
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。

久
喜

市
長

　
あ

て

新
し

い
勤

務
先

の
特

別
徴

収
義

務
者

指
定

番
号

（
※

新
規

事
業

所
の

場
合

は
記

入
不

要
で

す
。

）
〒

１
．

異
動

が
　

令
和

　
　

年
　

12
　

月
　

31
　

日
ま

で
で

、
申

出
が

あ
っ

た
た

め
（

　
　

　
　

月
　

　
　

　
日

申
出

）

２
．

異
動

が
　

令
和

　
　

年
　

１
　

月
　

１
　

日
以

後
で

、
特

別
徴

収
の

継
続

の
　

　
希

望
が

な
い

た
め

◎
転

勤
（

転
職

）
等

に
よ

る
特

別
徴

収
届

出
書

氏
名

課
・

係

電
話

新
し

い
勤

務
先

で
は

月
割
額
　
　
　
　
　
　
　
　
円
を

　
　
月
分
か
ら
徴
収
し
、納
入
し
ま
す
。

新
規

の
場

合
は

、い
ず

れ
か

を
○

で
囲

ん
で

く
だ

さ
い

。

※
電

子
受

取
を

希
望

さ
れ

る
場

合
は

、そ
れ

ぞ
れ

　
下

記
の

項
目

が
必

須
と

な
り

ま
す

。
　

特
別

徴
収

義
務

者
用

通
知

　
・

通
知

先
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

　
納

税
義

務
者

用
通

知
　

・
通

知
先

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
　

・
受

給
者

番
号

　
ま

た
、提

出
先

自
治

体
に

久
喜

市
を

登
録

さ
れ

　
て

い
な

い
場

合
は

、利
用

届
出（

変
更

）に
よ

り
　

久
喜

市
を

追
加

し
て

く
だ

さ
い

。
　

当
市

に
給

与
支

払
報

告
書

の
提

出
が

な
く

、受
　

取
方

法
に

つ
い

て
指

定
が

な
い

場
合

に
は

、書
　

面
で

通
知

し
ま

す
。

１
．

退
　

　
職

２
．

転
　

　
勤

３
．

合
　

　
併

４
．

休
　

　
職

５
．

長
期

欠
勤

６
．

死
　

　
亡

７
．

会
社

解
散

８
．

住
所

誤
報

９
．

そ
の

他
（

特
別

徴
収

不
可

）

異
動

の
事

由

※ 市 処 理 欄

新
年

度
他

市
課

税
処

理
済

普
通

徴
収

課
税

な
し

他
市

課
税

処
理

済
普

通
徴

収
課

税
な

し

現
年

度

宛
　

名
　

番
　

号

特
別

徴
収

義
務

者
指

   
定

   
番

   
号

※
市

町
村

ご
と

に
異

な
り

ま
す

（
ウ

）
未

徴
収

税
額

（
ア

）－
（

イ
）

連
絡

先
の

氏
名

及
び

所
属

課
、

係
名

並
び

に
電

話
番

号

課・
係

氏
名

電
話

異
動

年
月

日

１
．

特
別

徴
収

継
続

２
．

一
括

徴
収

　
　（

１
月

以
降

は
必

須
）

（
　

月
　

日
納

期
分

）
３

．
普

通
徴

収月
分

で
納

入

理
由異

動
後

の
未

徴
収

税
額

の
徴

収
円 円

・
・

旧
姓

月
か

ら

月
ま

で

月
か

ら

月
ま

で

（
イ

）
徴

収
済

額
（

ア
）

特
別

徴
収

税
額

（
年

税
額

）

日
月

円
円

令
和

　
年

月
日

提
出

）者務義収徴別特（

者払支与給

〒

◎
給

与
の

支
払

を
受

け
な

く
な

っ
た

後
の

月
割

額
（

未
徴

収
税

額
）

を
一

括
徴

収
す

る
場

合
は

、
次

の
欄

に
も

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

給
　

与
　

所
　

得
　

者

氏
　

　
　

名

受
給

者
番

号（
整

理
番

号
）

フ
リ

ガ
ナ

昭
和

・
平

成
年

一
　

括
　

徴
　

収
　

の
　

理
　

由

徴
収

予
定

月
日

円

徴
　

収
　

予
　

定

徴
収

予
定

額
徴

収
予

定
額

合
計

（
上

記（
ウ

）と
同

額
） 円

円

氏
名

又
は

名
称

フ
リ

ガ
ナ

代
表

者
の

職
・

氏
名

住
所（

居
所

）
又

は
所

在
地

個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

退
職

し
た

年
の

１
月

か
ら

退
職

時
ま

で
の

給
与

支
払

額

控
除

社
会

保
険

料
額

※ 「
９

．そ
の

他（
特

別
徴

収
不

可
）」

を
選

択
さ

れ
た

場
合

は
、普

通
徴

収
理

由
欄

に
普

通
徴

収
該

当
事

由
等

を
必

ず
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

生
年

月
日

個
人

番
号

１
 

月
 

１
 

日
現

在
の

住
所

給
与

の
支

払
を

受
け

な
く

な
っ

た
後

の
住

所

要
・

不
要

納
入

書

連絡
先の

氏名
及び

所属
課、

係
名

並
び

に
電

話
番

号

受
給

者
番

号

新
し

い
勤

務
先

の
住

所
（

居
所

）
又

は
所

在
地

氏
名

又
は

名
称

フ
リ

ガ
ナ

代
表

者
の

職
・

氏
名

個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

eL
TA

Xに
て

当
該

年
度

の
給

与
支

払
報

告
書

を
提

出
し

た
実

績
（

他
市

区
町

村
を

含
む

）

eL
T

A
X

提
出

実
績

が
有

の
場

合
、

税
額

通
知

の
受

取
方

法
の

希
望

通
知

先
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

（
電

子
の

場
合

）

eL
TA

X利
用

者
ID

（
電

子
の

場
合

）

特
別

徴
収

義
務

者
用

：
電

子
・

書
面

納
 税

 義
 務

 者
 用

：
電

子
・

書
面

有
・

無

※
各

種
様

式
は

久
喜

市
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
か

ら
ダ

ウ
ン

ロ
ー

ド
で

き
ま

す
｡

※ 市 記 入 欄

【
連

絡
先

】
代

表
電

話
：

０４
８０

－
２２

－
１１

１１
　

Ｆ
Ａ

Ｘ
：

０４
８０

－
２３

－
６９

０５
　

ＦＡ
Ｘ

の
場

合
は

、
後

日
、

原
本

の
郵

送
を

お
願

い
し

ま
す

。
《

ＦＡ
Ｘ

送
信

す
る

書
類

に
は

、個
人

番
号（

マ
イナ

ン
バ

ー
）を

記
載

し
な

い
で

くだ
さ

い
》

【
提

出
先

】
〒

34
6－

85
01

　
埼

玉
県

久
喜

市
下

早
見

８
５

番
地

の
３

　
　

久
喜

市
役

所
　

市
民

税
課

　
市

民
税

第
２

係

市
処
理
日

／

新
規

の
場

合
、

納
入

書
（

要
・

不
要

）

担
当

者
連

絡
先

係 氏
名

電
話

〒
―

〒
―

〒
―

者得所与給 電 子 の 場 合

フ
リ

ガ
ナ

旧
　

　
姓

氏
　

　
　

名

生
年

月
日

受
給

者
番

号

令
和

年
月

日

eL
TA

Xに
て

当
該

年
度

の
給

与
支

払
報

告
書

を
提

出
し

た
実

績
（

他
市

区
町

村
を

含
む

）

通
知

先
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

eL
TA

X
利

用
者

ID

eL
TA

X
提

出
実

績
が

有
の

場
合

、税
額

通
知

の
受

取
方

法
の

希
望

有
　

・
　

無
特

別
徴

収
義

務
者

用
：

　
　

電
子

　
　

・
　

　
書

面

納
 税

 義
 務

 者
 用

：
　

　
電

子
　

　
・

　
　

書
面

）者務義収徴別特（

者払支与給

提
出

久
喜

市
長

　
あ

て

現
在

の
住

所
※

１
月

１
日

現
在

の
住

所
と

違
う

場
合

に
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

―
―

届
出

理
由

１
．

入
社

　
　

２
．

そ
の

他（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

月
割

額
の

連
　

　
絡

下
表

を
確

認
の

上
、必

要
な

場
合

の
み

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

月
　

　
　

日
　

ま
で

に
月

割
額

の
連

絡
が

必
要

※
通

知
書

が
間

に
合

わ
な

い
場

合
の

み
電

話
連

絡
し

ま
す

。

普
通

徴
収

切
替

期
別

特
別

徴
収

開
始

予
定

月

所
在

地
（

住
所

）

フ
リ

ガ
ナ

名
　

称
（

氏
名

）
代

表
者

の
職

・
氏

名
法

人
番

号

１
月

１
日

現
在

の
住

所

年
月

日
昭

和
・

平
成

久
喜

市

　
　

月
分

（
　

　
月

　
　

日
納

期
分

）
か

ら
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
特

別
徴

収
を

開
始

し
ま

す
。

期
別

を
○

で
囲

ん
で

く
だ

さ
い

。

〔
１

・
２

・
３

・
４

〕期
　

以
降

を
切

替
希

望
※

普
通

徴
収

の
納

期
限

を
過

ぎ
た

も
の

は
、

特
別

徴
収

へ
の

切
替

が
で

き
ま

せ
ん

。

特
別
徴
収
切
替
依
頼
書

【
添

付
書

類
】

≪
特
別
徴
収
開
始
月
及
び
特
別
徴
収
税
額
通
知
書
発
送
日
≫

特
別
徴
収
開
始
月

翌
月

翌
々
月

通
知
書
発
送
日

当
月
末

翌
月
末

依
頼
書
受
領
日

普
通

徴
収

の
納

付
書（

二
重

納
付

防
止

の
た

め
、残

り
の

納
付

書（
納

期
未

到
来

分
）を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。）
※

す
で

に
納

付
済

み
の

分
や

口
座

振
替

の
場

合
は

不
要

で
す

。
【

注
意

事
項

】
１

　
普

通
徴

収
の

納
期

限
を

過
ぎ

た
も

の
は

、
給

与
か

ら
の

特
別

徴
収

へ
の

切
替

が
で

き
ま

せ
ん

。
　

　
本

人
が

納
め

る
よ

う
に

必
ず

お
伝

え
く

だ
さ

い
。

２
　

６
５

歳
以

上
の

方
の

年
金

所
得

に
係

る
税

額
は

、
給

与
か

ら
の

特
別

徴
収

へ
の

切
替

が
で

き
ま

せ
ん

。
３

　
本

人
が

未
申

告
の

た
め

課
税

資
料

が
な

い
等

の
理

由
に

よ
り

、
特

別
徴

収
を

開
始

で
き

な
い

場
合

が
あ

り
ま

す
。

４
　

新
年

度
６

月
分

か
ら

の
特

別
徴

収
を

希
望

す
る

場
合

は
、

こ
の

切
替

依
頼

書
を

４
月

１
５

日
ま

で
に

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。

特
別

徴
収

義
務

者
指

　
定

　
番

　
号

※
各

種
様

式
は

久
喜

市
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
か

ら
ダ

ウ
ン

ロ
ー

ド
で

き
ま

す
｡

【
久
喜
市
使
用
欄
】

新
規

口
座

停
止
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は
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日
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原
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郵
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お
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い
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ま
す
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※
電

子
受

取
を

希
望

さ
れ

る
場

合
は

、そ
れ

ぞ
れ

下
記

の
項

目
が

必
須

と
な

りま
す

。
 　

特
別

徴
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務

者
用

通
知

　
　・

通
知

先
メ

ー
ル

アド
レ

ス
　

 納
税

義
務

者
用

通
知

　
　・

通
知

先
メ

ー
ル

アド
レ

ス
　

　・
受

給
者

番
号

　
　

ま
た

、提
出

先
自

治
体

に
久

喜
市

を
登

録
さ

れ
て

い
な

い
場

合
は

、利
用

届
出（

変
更

）に
より

久
喜

市
を

　
追

加
し

て
く

だ
さ

い
。

　
　

当
市

に
給

与
支

払
報

告
書

の
提

出
が

なく
、受

取
方

法
に

つ
い

て
指

定
が

な
い

場
合

に
は

、書
面

で
通

知
し

ま
す

。
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特
別
徴
収
へ
の
切
替
を
希
望

す
る
普
通
徴
収
の
期
別
を
○

で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

※
普
通
徴
収
の
納
期
限
が
過

ぎ
て
い
る
期
分
は
特
別
徴

収
へ
の
切
替
が
で
き
ま
せ
ん

の
で
、
給
与
所
得
者
が
個

人
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

特
別
徴
収
の
開
始
可
能
月
は
、
特
別
徴
収
切
替
依
頼
書
の
受
領
日
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

下
記
の
日
程
と
貴
社
の
給
与
事
務
の
締
切
日
等
を
考
慮
し
た
上
で
、
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

特
別
徴
収
開
始
月

翌
月

翌
々
月

通
知
書
発
送
日

当
月
末

翌
月
末

依
頼
書
受
領
日

毎
月
1日
～
15
日

毎
月
16
日
～
月
末

年
度
の
中
途
で
異
動
届
出
書

を
提
出
し
、
普
通
徴
収
に
切

り
替
え
た
者（
休
職
者
等
）に

つ
い
て
、
復
職
等
に
よ
り
翌

年
度
か
ら
再
度
特
別
徴
収
を

希
望
す
る
場
合
は
、
給
与
支

払
報
告
書
を
特
別
徴
収
と
し

て
提
出
す
る
と
と
も
に
、こ
の

「
特
別
徴
収
切
替
依
頼
書
」

を
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

異
動
後
の
新
勤
務
先
で
引
き
続
き
特
別
徴
収
を

行
う
場
合
に
は
、「
個
人
番
号
」は

、
前
勤
務
先

で
は
記
載
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

新
勤
務
先
で
特
別
徴
収
を
開
始
す
る
月
と

そ
の
月
割
額
を
記
載
し
ま
す
。

税
額
通
知
書
に
つ
い
て
、電
子
デ
ー
タ
で
の

受
け
取
り
を
希
望
す
る
場
合
は
、必
ず
記
載

し
て
く
だ
さ
い
。

８
月
末
で
退
職
す
る
給
与
所
得
者
に

つ
い
て
、９
月
分
か
ら
新
勤
務
先
で

特
別
徴
収
す
る
場
合
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